
契約書・覚書作成のための準備メモ／共同研究で発生した発明の出願（共同出願等）

共同出願相手
先（会社名）

共同研究（発明）の略称

電通大先生
名（研究室）

構内、校外
打合わせ日 年 月 日

契約日： 年 月 日

年 月 日

既共同研究契約書の有無

出席者

作成： □電通大 □キヤンパスＣ

年 月 日まで新共同研究契約書の作成 作成： □電通大 □キヤンパスＣ

権利者（出願人） □共同出願 □電通大単独 □相手先単独

発明者（願書に記載）
電通大側：

相手先側：

共同研究のアプローチ □電通大側から □相手先側から □略同率

□持分比配分 □Have Madeは相手先の実施とみなす

特許を受けるための権利、
特許権に関する条項

□均等 □応分： 電通大 % 相手先 %持分比

□あり □なし

□なし（但し、相手側が利益を得たときの協議条項を残す）

□なし（但し、契約時に一時金で得る）

□受託研究費で得る、 □共同研究費で得る、 □奨学寄附金で得る

（100:30＝研究室：大学） （100:0＝研究室：大学） （100:5＝研究室：大学）

□なし（但し、しかるタイミングで権利譲渡をする）

□出願後１週間以内、 □ １年以内（外国出願検討時）、 □審査請求時、

□実施時、 □第三者への権利Offer時、 □相手先の意向時任意

相手側の優先的実施条項： □あり（ 年間） □なし

不実施条項

優先的実施施条項

特許料の収入の条項

第三者へのライセンス □お互いの許諾要

手続き、権利保全管理等 □電通大 □相手先 □キヤンパスC

出願手続き費用 □折半（持分比） □電通大 □相手先 □キヤンパスC

出願法廷費用 □折半（持分比＝電通大は零） □相手先 □キヤンパスC

その他（外国出願等）

発明への寄与
電通大側の先生：相手先側 ＝ ％： %

主担当者 知財本部： 相手先： キヤンパスC：

Ver.1 2004.4.30

発明届出番号
／出願番号


